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自賠責保険
（平成１４年４月１日以降）

特Ⅰ種

〔脳損傷〕
・自力移動が不可能である
・自力摂食が不可能である
・屎尿失禁状態にある
・眼球はかろうじて物を追うこともある
が、認識はできない
・声を出しても、意味のある発言はまった
く不可能である
・目を開け、手を握れという簡単な命令に
はかろうじて応ずることもあるが、それ以
上の意思の疎通は不可能である

〔脊髄損傷〕
・自力移動が不可能である
・自力摂食が不可能である
・屎尿失禁状態にある
・人工介添呼吸が必要な状態である

１号 神経系統の機能又は精神に著しい
障害を残し、 →

２号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を
残し、常に介護を要するもの →

１号 神経系統の機能又は精神に著しい
障害を残し、随時 →

２号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を
残し、随時介護を要するもの →

→

　注）緑色部分は介護料支給対象となる後遺障害を表している。

３級２号
５級２号
７級４号
９級10号

３級４号　　　８級11号
５級３号　　　９級11号
７級５号　　　９級16号
７級13号　　　11級10号

→

非該当
胸腹部臓器の障害

Ⅱ種２級

神経系統の機能又は精神の障害

（別表第２）

自動車事故対策機構（介護料）

Ⅰ種

（別表第１）

等級

１級

（最重度）
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            ＜優 秀 賞＞ 

            
＜最 優 秀 賞＞ 

（国土交通大臣賞） 
香川県 中学校３年生 
濱口裕平さん 

「雪だるまと狛犬」 

（自動車事故対策機構理事長賞）
徳島県 小学校６年生 
平岩稜眞さん 
「チワックス」 

 

（交通遺児等育成基金会長賞） 
岡山県 小学校４年生 
髙田旺紳さん 

「また、あした・・・」 
 

（交通遺児育英会会長賞） 
長崎県 高校１年生 
辻川真澄さん 

「壱岐の柱 左京鼻」 
 

（全国トラック交通共済協同 
組合連合会会長賞） 

滋賀県 小学校２年生 
杼木綾香さん 
「私の妹」 
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※複数の相談窓口を紹介することがあ
るため、受付件数と一致しない。 
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最新のアセスメント実施車両に直接アクセスできる案内を追加 

新・安全性能総合評価、歩行

者保護性能評価等の追加 

 

ＪＮＣＡＰファイブスター賞の案内を追加 

新・安全性能総合評価結果を分かりやすく表示 

それぞれの分野の評価を分かりやすく表示 

-75-



 
-76-





 

 

-78-



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 .1 6  

4 .1 6  

4 .1 0  

4 .1 6  

4 .1 2

1 .0 0 1 .5 0 2 .0 0 2 .5 0 3 .0 0 3 .5 0 4 .0 0 4 .5 0 5 .0 0

-79-



 

 

 

4.14 

4.26 

4.28 

4.26 

4.26 

4.30 

3.91 

4.08 

4.03 

4.11 

4.12 

4.25 

4.29 

4.26 

4.24 

4.31 

3.95 

4.06 

4.08 

4.07 

4.05 

4.18 

4.22 

4.24 

4.12 

4.32 

3.88 

4.00 

4.00 

4.02 

4.13 

4.27 

4.36 

4.25 

3.96 

4.47 

3.98 

4.15 

4.00 

4.00 

4.02 

4.16 

4.14 

4.31 

3.93 

4.45 

3.98 

4.07 

3.98 

4.15 

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

-80-



 
-81-



 
-82-



 

 
 

 

( )
 

 

-83-



 

 
 

 

-84-



 
-85-



 
 
 
 
 
 

-86-



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

-87-



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

-88-



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-89-



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

-90-



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-91-



 
-92-



 

 

-93-



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

-94-



 
-95-



 
-96-



 
-97-



 
-98-



 
-99-



 

 
 

 

 
 

 

 
 

-100-



-101-





 

 

 
 
 

-103-



 
-104-


